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平成１８年第１回小豆島町議会定例会議事日程（第１号） 

 

 

平成１８年６月２０日（火）午前９時３０分開議 

 

第１ 会議録署名議員の指名について 

  

第２ 会期の決定について 

  

第３ 町長施政方針 

第４ 報告第１号． 一般会計予算繰越明許費繰越計算書について    (町長提出)

                       

第５ 報告第２号． 水道事業会計予算繰越明許費繰越計算書について  (町長提出)

           

第６ 議案第22号． 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

                      (町長提出)

第７ 

 

 

議案第23号． 

 

 

小豆島町障害程度区分認定委員会の委員の定数を定める条例につ

いて                      (町長提出) 

第８ 

 

議案第24号. 

 

字の区域の変更について             （町長提出） 

第９ 議案第25号． 平成１８年度小豆島町一般会計予算        (町長提出)

第10 議案第26号． 平成１８年度小豆島町国民健康保険事業特別会計予算

                       (町長提出)

第11 議案第27号． 平成１８年度小豆島町国民健康保険診療所事業特別会計予算 

(町長提出)

第12 議案第28号． 平成１８年度小豆島町老人保健事業特別会計予算    (町長提出)

 

第13 議案第29号． 平成１８年度小豆島町介護保険事業特別会計予算   (町長提出)

第14 議案第30号． 平成１８年度小豆島町介護サービス事業特別会計予

算 

 

(町長提出)

第15 議案第31号． 平成１８年度小豆島町介護予防支援事業特別会計予

算 

 

(町長提出)

第16 議案第32号． 平成１８年度小豆島町簡易水道事業特別会計予算 (町長提出)
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第17 議案第33号． 平成１８年度小豆島町水道事業会計予算 (町長提出)

第18 議案第34号． 平成１８年度小豆島町病院事業会計予算 (町長提出)

第19 議案第35号． 平成１８年度小豆島町介護老人保健施設事業会計

予算 

(町長提出)
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平成１８年第１回小豆島町議会定例会議事日程（第２号） 

 

 

平成１８年６月２６日（月）午前９時３０分開議 

 

第１ 施政方針に対する質問 

  

第２ 一般質問 ５名 

  

第３ 「議案第22号．人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」から「議案

第35号．平成１８年度小豆島町介護老人保健施設事業会計予算」に対する質疑、討

論、採決及び委員会付託 
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平成１８年第１回小豆島町議会定例会議事日程（第３号） 

 

 

平成１８年７月１１日（火）午前９時３０分開議 

 

第１ 議案第25号に対する総務常任委員会審査報告 

 

 

第２ 議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号、議案第31号、議

案第34号及び議案第35号に対する教育民生常任委員会審査報告 

 

 

第３ 議案第32号及び議案第33号に対する建設経済常任委員会審査報告 

 

 

第４ 議案第36号． 小豆島町過疎地域自立促進計画の策定について   （町長提出） 

 

 

第５ 発議第５号.  小豆島町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

について                    (議員提出) 

 

 

第６ 発議第６号．   内海ダム特別委員会の設置について        （議員提出） 

 

 

第７ 発議第７号．   交通問題特別委員会の設置について        （議員提出） 

 

 

第８ 議員派遣について 

 

 

第９ 閉会中の継続調査の申し出について           （各常任委員長提出）

 

 

第10 閉会中の継続調査の申し出について          （議会運営委員長提出）
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平成１８年第１回小豆島町議会定例会議事日程（第３号の追加） 

 

 

平成１８年７月１１日（火） 

 

第１ 閉会中の継続調査の申し出について (内海ダム特別委員長提出)

  

第２ 閉会中の継続調査の申し出について (交通問題特別委員長提出)
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開会 午前９時３０分 

○議長（中村勝利君） おはようございます。 

 本日は、何かとご多忙のところ、ご参集くださいましてありがとうございます。暑いと

思う方は上着を脱いでくれても結構です。 

 平成１８年第１回小豆島町議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 

 今期定例会は、ご承知のように、平成１８年度における町行政の基本であります町長の

施政方針を初め、当初予算、人権擁護委員の推薦、特別委員会設置など、重要案件を審議

します。したがいまして、会期も相当の日数を予定していますので、十分ご審議ください

ますようお願いします。 

 なお、今期定例会の議事日程等につきましては、去る６月１３日開催の議会運営委員会

においてお手元に配付のとおり決まりましたので、皆様のご協力をお願いします。 

 開会に先立ちまして、去る５月１１日に開催されました第１回小豆島町議会臨時会にお

きまして、小豆島町助役に岡忠昭氏が選任同意され、また同日、小豆島町教育委員会委

員に明田雄氏が任命同意されました。明田雄氏は、翌１２日に開催されました教育委

員会で小豆島町教育委員会教育長に互選されました。 

 ここでお二人から就任のごあいさつをいただきます。 

 初めに、岡助役、お願いします。 

○助役（岡忠昭君） おはようございます。 

 ただいまご紹介をいただきました岡忠昭でございます。出身地、現住所とも小豆島町

当浜でございます。 

 去る５月１１日開催されました本議会第１回臨時会におきまして、議員各位の格別のご

高配により、助役選任議案にご同意を賜りまして、まことにありがとうございました。同

日付で小豆島町助役を拝命いたしました。まことに光栄に存じますとともに、その責任の

重大さに身の引き締まる思いをいたしております。新町小豆島町は、誕生いたしまして３

カ月が経過いたそうとしておりますが、町政多事多難の中、助役としての使命を常に心

得、浅学非才でございますが、日々一生懸命、日々一生懸命を信条に努力を重ねてまいる

所存でございます。 

 つきましては、議員各位の格別のご指導とご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げ、甚

だ簡単ではございますが、助役就任に当たりましてのごあいさつといたします。どうぞよ

ろしくお願いをいたします。ありがとうございました。 
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○議長（中村勝利君） 続いて、明田教育長、お願いします。 

○教育長（明田雄君） おはようございます。このたび皆様のご同意を得まして教育委

員を拝命し、翌日の教育委員会で教育長に指名されました明田でございます。 

 議員の皆様には、ご案内のとおり、児童・生徒数の減少から来る諸問題、また校舎の耐

震化の問題等、教育に関する問題は山積みしておるようでございます。浅学非才の身でご

ざいますので、議員の皆様には何かとご指導、ご協力をお願いすることになるかと存じま

すが、前任者の残した平成１８年度教育目標、「ふるさとを愛し、心豊かで、たくましく

未来に生きる人づくり」を目指して努力してまいりたいと思っておりますので、何とぞよ

ろしくお願いして、就任のごあいさつにかえさせていただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） ありがとうございました。 

 次に、町長から今期議会招集のごあいさつがあります。 

 町長。 

○町長（坂下一朗君） 本日、小豆島町議会６月定例会が開催されるに当たりまして、一

言ごあいさつ申し上げます。 

 議員の皆様には、何かとご多忙の中、ご出席を賜り、まことにありがとうございます。

我が小豆島町も、誕生して、はや３カ月が経過いたしました。合併当初の戸惑いも徐々に

和らぎ、町としての機能も順調に動き出したのではないかと感じております。まだ調整が

できていない案件もございますが、融和と新町の一体的な発展を基本として、広い視野の

中で話し合いを重ねながら進めていきたいと考えております。 

 今期定例会は、通常の３月定例会と同様に、新町のかじをとってまいります私の所信を

申し述べますとともに、これに基づきます平成１８年度予算案もお示しすることになって

おります。会期の方も十分にとっていただいておりますので、忌憚のないご議論を賜り、

小豆島町のこれからを執行部と議会という地方自治の両輪でスムーズに動かしていくこと

ができますように、よろしくお願い申し上げます。 

 議案の内容につきましては、後ほど説明をさせていただきますが、十分ご審議いただ

き、ご議決賜りますようお願いいたします。 

 以上、簡単でございますが、今期定例会に当たりましてのごあいさつといたします。 

○議長（中村勝利君） ただいまの出席議員は１８名で、定足数に達しておりますので、

本日の平成１８年第１回小豆島町議会定例会は成立しました。 
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 これより開会します。（午前９時３８分） 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に報告事項でありますが、５月１１日以降５月末日までの主要事項に関す

る報告及び監査委員からの出納例月検査執行状況報告書２件は、お手元に印刷配付のとお

りでありますので、朗読は省略します。 

 これより日程に入ります。 

 日程は、お手元に配付のとおりであります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（中村勝利君） 日程第１、会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規

則第１１６条の規定により、３番森口久士議員、４番森崇議員を指名しますので、よろし

くお願いします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（中村勝利君） 次、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 今期定例会の会期でありますが、配付してあります日程表によりまして、本会議は本日

２０日と２６日及び７月１１日とし、会期は本日から７月１１日までの２２日間にしたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中村勝利君） ご異議なしと認めます。よって、今期定例会は本日から７月１１

日までの２２日間と決定しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 町長施政方針 

○議長（中村勝利君） 次、日程第３、町長施政方針を議題とします。 

 町長から平成１８年度の施政方針を伺います。 

○町長（坂下一朗君） 平成１８年６月議会定例会の開催に臨み、新町の町政運営につい

ての私の所信の一端を述べますとともに、平成１８年度の施策につきましてご説明を申し

上げ、議員各位及び町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと思います。 

            〔以下別紙のとおり省略〕 
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○議長（中村勝利君） 暫時休憩します。 

            休憩 午前１０時０６分 

            再開 午前１０時１５分 

○議長（中村勝利君） 再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 町長。 

○町長（坂下一朗君） 次に、魅力と活力にあふれた観光・産業振興のまちづくりについ

てであります。 

            〔以下別紙のとおり省略〕 

○議長（中村勝利君） ただいま町長から平成１８年度の施政に関する所信要旨が述べら

れましたが、これに対する質問は６月２６日に行います。 

 暫時休憩します。 

            休憩 午前１０時４４分 

            再開 午前１０時５１分 

○議長（中村勝利君） 再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 報告第１号 一般会計予算繰越明許費繰越計算書について 

○議長（中村勝利君） 次、日程第４、報告第１号一般会計予算繰越明許費繰越計算書に

ついての報告を求めます。 

 町長。 

○町長（坂下一朗君） 報告第１号一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてご説明を

申し上げます。 

 平成１７年度予算の繰越明許費繰越計算書についてでございますが、さきの５月議会で

専決処分の承認をいただきました平成１７年度の小豆島町一般会計予算の繰越明許費に係

る財源内訳などの計算書の報告でございます。 

 また、報告第２号につきましても、水道事業会計の繰越明許費に係る財源内訳などの計

算書でございます。 

 報告内容につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくお願い申し上げま

す。 
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○議長（中村勝利君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（石田良行君） 報告第１号一般会計予算繰越明許費繰越計算書について

ご説明申し上げます。 

 この件につきましては、５月１１日に開かれました初議会において専決処分のご承認を

いただきました平成１７年度小豆島町一般会計予算の繰越明許費について、地方自治法施

行令第１４６条第２項に基づき繰越計算書を調製し、ご報告申し上げるものでございま

す。 

 繰越計算書の方をお開き願います。 

 まず、内海ダム建設事業出資金でございますが、これは内海ダム再開発事業のおくれに

より繰り越しとなったものでございます。繰越額は７６８万８，０００円でございます。

財源内訳は右のとおりとなっております。 

 次に、室生漁港海岸保全施設整備事業ですが、これは平成１６年８月の台風１６号によ

り室生漁港の護岸が被災したため、次の下の欄でありますが、平成１６年災漁港災害復旧

事業と一体的に施工したものでございます。工事の施工場所は、ノリ養殖の漁場に近いた

め、養殖期間中の工事が実施できなかったため繰り越しとなったものでございます。繰越

額は、それぞれ１億１，９００万円、下が３８１万円となっております。財源内訳は右の

とおりでございます。 

 次に、平成１７年災漁港災害復旧事業につきましては、台風１４号により被災した橘、

蒲野、谷尻各漁港の災害復旧事業でございまして、国庫補助採択時期が平成１８年２月に

なったことから繰り越したものでございます。繰越額は５，８８４万８，０００円でござ

います。財源内訳は右のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 報告第２号 水道事業会計予算繰越明許費繰越計算書について 

○議長（中村勝利君） 次、日程第５、報告第２号水道事業会計予算繰越明許費繰越計算

書について内容の説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（堀田俊二君） 報告第２号水道事業会計予算繰越明許費繰越計算書について

ご説明を申し上げます。 

 お手元の資料の１０ページでございます。 
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 平成１７年度の小豆島町での水道事業会計で予定をいたしておりました建設改良に要す

る経費のうち、年度内に支払い義務が生じなかったもので香川県が実施主体の事業２件に

関連するものでございます。 

 １件目は、内海ダム再開発事業に関する利水負担金として、事業費の４．８％相当分と

なります２，３０６万４，０００円を計上いたしておりましたが、事業主体であります香

川県が事業費を繰り越したことから、平成１７年度中に支払い義務が生じなかったため、

全額を地方公営企業法第２６条第１項の規定に基づき、翌年度に繰り越ししたものでござ

います。繰り越しの財源につきましては、右のとおりでございます。 

 ２件目は、香川県が事業主体で平成１７年度の工事として国道４３６号線のうち池田港

付近で改良工事を実施をいたしておりますが、工期が延長されましたので、これに伴い、

小豆島町として予算措置をいたしておりました配水管の移設工事費１１６万１，０００円

を翌年度に繰り越ししたものでございます。繰り越し財源につきましては、すべて香川県

からの工事負担金でございます。 

 なお、公営企業会計における予算繰り越し手続は一般会計の明許繰り越しとは異なり、

あらかじめ予算に定める必要がないものとされており、事業管理者権限により決定し、地

方公共団体の長への報告により成立するものとされております。 

 また、同条第３項の規定により報告を受けた地方団体の長は、次の議会においてその旨

を報告しなければならないとされておりますので、本日、お手元の資料のとおりご報告を

いたすものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（中村勝利君） 以上で報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ６ 議案第２２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第 ７ 議案第２３号 小豆島町障害程度区分認定審査会の委員の定数を定める 

               条例について 

  日程第 ８ 議案第２４号 字の区域の変更について 

  日程第 ９ 議案第２５号 平成１８年度小豆島町一般会計予算 

  日程第１０ 議案第２６号 平成１８年度小豆島町国民健康保険事業特別会計予算 

  日程第１１ 議案第２７号 平成１８年度小豆島町国民健康保険診療所事業特別会計 

               予算 



 12

  日程第１２ 議案第２８号 平成１８年度小豆島町老人保健事業特別会計予算 

  日程第１３ 議案第２９号 平成１８年度小豆島町介護保険事業特別会計予算 

  日程第１４ 議案第３０号 平成１８年度小豆島町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第１５ 議案第３１号 平成１８年度小豆島町介護予防支援事業特別会計予算 

  日程第１６ 議案第３２号 平成１８年度小豆島町簡易水道事業特別会計予算 

  日程第１７ 議案第３３号 平成１８年度小豆島町水道事業会計予算 

  日程第１８ 議案第３４号 平成１８年度小豆島町病院事業会計予算 

  日程第１９ 議案第３５号 平成１８年度小豆島町介護老人保健施設事業会計予算 

○議長（中村勝利君） ここでお諮りします。 

 この際、日程の順序を変更し、日程第６、議案第２２号人権擁護委員の推薦につき意見

を求めることについてから日程第１９、議案第３５号平成１８年度小豆島町介護老人保健

施設事業会計予算までを一括上程したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中村勝利君） 異議なしと認めます。よって、日程の順序を変更し、日程第６、

議案第２２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてから日程第１９、議案

第３５号平成１８年度小豆島町介護老人保健施設事業会計予算までを一括上程とします。 

 それでは、議案第２２号から順次提案理由の説明を求めます。 

 最初に、日程第６、議案第２２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（坂下一朗君） 議案第２２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 人権擁護委員のうち、明田雄氏は、平成１８年５月１１日の小豆島町議会第１回臨時

会におきまして教育委員に任命することにご同意をいただき、翌１２日に開催された教育

委員会において教育長に互選されました。重責を担われることもあり、人権擁護委員を兼

務することは難しいと思われます。 

 人権擁護委員につきましては、市町村長が議会の意見を聞き、法務大臣に推薦すること

となっておりますので、新たに平井美恵子氏を推薦いたしたいと考えております。ご意見

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第７、議案第２３号小豆島町障害程度区分認定審査会の
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委員の定数を定める条例について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（坂下一朗君） 議案第２３号小豆島町障害程度区分認定審査会の委員の定数を定

める条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。 

 障害者自立支援法の制定に伴い、同法に基づく市町村の認定審査会の委員の定数を定め

る条例を制定しようとするものであります。 

 内容につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議のほどお願い申

し上げます。 

○議長（中村勝利君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（秋長邦広君） 小豆島町障害程度区分認定審査会の委員の定数を定める

条例についてご説明申し上げます。 

 １３ページでございますが、第１条は、審査会の委員の定数でございます。障害者自立

支援法第１５条の規定により設置する小豆島町障害程度区分認定審査会の委員の定数を１

０名以内とするものでございます。 

 第２条、法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定

める。 

 附則で、この条例は、平成１８年７月１日から施行しようとするものでございます。 

 本年１０月から、障害者の方が居宅サービスを利用する際には、介護保険の要介護認定

審査会と同様の市町村審査会において障害者の障害の区分を決定し、その障害の区分に応

じた福祉サービスが提供されることとなります。その判定等を中立、公平な立場で専門的

な観点から行うために、各市町村に市町村審査会を設置することが、障害者自立支援法第

１５条で義務づけられております。 

 また、同法第１７条で、共同設置することもできることになっており、小豆島町では同

じ小豆圏域の土庄町と共同で開催をしてまいりたいと考えております。 

 市町村審査会の委員定数につきましては、１０名以内としようとするもので、医師、理

学療法士、作業療法士、介護福祉士などから成る５名ずつの２合議体を設置する予定とい

たしております。 

 なお、委員の任期は２年でございます。また、委員報酬につきましては、介護保険と同

じく１回１万８，０００円の支払いを予定しております。 

 審査会の対象となる障害者数は、小豆島町内で約４０名程度を見込んでおり、土庄町と



 14

合わせて約８０名の方の認定審査を本年９月末までに行う予定といたしております。 

 障害者の程度の区分につきましては、区分１から区分６までと非該当に分けられ、区分

６が最重度となっております。 

 以上、簡単ですが説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第８、議案第２４号字の区域の変更について提案理由の

説明を求めます。 

 町長。 

○町長（坂下一朗君） 議案第２４号字の区域の変更について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 旧池田町において平成１７年度に実施した地籍調査の結果、字の区域の変更が必要とな

りました。市町村合併に伴い、新町での議会議決が必要であるとの国の指導及び地方自治

法第２６０条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議のほどお願い申

し上げます。 

○議長（中村勝利君） 総務課長。 

○総務課長（竹内章介君） 議案第２４号字の区域の変更についてご説明申し上げます。 

 町長説明のとおり、平成１７年度の地籍調査で、字界が道路、水路の中にありました区

域におきまして、池田字迎地、字前山、字濱條、字柿ノ木谷に、それぞれ現況に即して編

入したための変更でございます。 

 具体的な区域につきましては、１７ページの変更調書に記載のとおりでございます。 

 位置については、別紙位置図と明細図をご参照いただきたいと思います。それぞれ片方

に振ったものでございます。 

 自治法の規定によりまして、町議会の議決をいただいた後、知事への届け出を行い、県

報に告示をされまして、効力を生ずるものでございます。 

 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わります。よろしくご審議、ご議決のほ

どお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第９、議案第２５号平成１８年度小豆島町一般会計予算

について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（坂下一朗君） 議案第２５号平成１８年度小豆島町一般会計予算について提案理
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由のご説明を申し上げます。 

 新年度予算につきましては、新町の発足に伴い、さきの議会で経常的な経費を主とする

４カ月分の暫定予算専決の承認をいただいたところでございますが、通年の予算編成が整

いました。 

 その大綱につきましては、先ほど所信要旨の中で述べましたが、歳入歳出７７億３００

万円の予算規模となっております。投資的事業関係では、内海中学校建設事業、改良住宅

ストック総合改善事業、ビジターハウス整備事業などを実施いたします。また、旧町から

の継続事業も含めまして、道路、港湾、急傾斜地崩壊防止などの県営事業負担金が大きな

割合を占めております。 

 予算の内容につきましては、担当課長から説明させますので、よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。 

 なお、一般会計予算の後の特別会計など１０の会計予算につきましても、ご提案申し上

げておきますが、国民健康保険事業特別会計では１９億６，６０７万３，０００円、診療

所事業特別会計５，２２５万３，０００円、老人保健事業特別会計２９億５，０７９万

２，０００円、介護保険事業特別会計１３億２，９５２万７，０００円、介護サービス事

業特別会計８，５５１万５，０００円、介護予防支援事業特別会計６１４万９，０００

円、簡易水道事業特別会計３，０９５万２，０００円、水道事業会計が、収益的収支で、

収入が５億５，４７７万５，０００円、支出の方が４億６，０７３万７，０００円、病院

事業会計では、収益的収支で、収入は２９億８，０４４万２，０００円、支出が３１億

８，６９０万４，０００円、介護老人保健施設事業会計につきましては、収益的収支で、

収入が２億９，１３３万円、支出の方が３億１，３８５万１，０００円となっておりま

す。 

 一般会計も含めた合計額では、歳出が１８０億８，５７５万３，０００円でございま

す。 

 特別会計の予算につきましても、それぞれ担当課長から説明させますので、よろしくご

審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（石田良行君） それでは、議案第２５号平成１８年度小豆島町一般会計

予算についてご説明申し上げます。 

 平成１８年度本予算につきましては、例年の３月議会と同様に各常任委員会において詳
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しくご審議がなされると思いますので、ここでは予算の重立ったものについてご説明させ

ていただきます。 

 予算書の１ページをお開き願います。 

 第１条は、歳入歳出予算額の総額をそれぞれ７７億３００万円と定めるものでございま

す。 

 第２条は、地方債の規定でありまして、記載の目的、限度額、記載の方法、利率及び償

還の方法を６ページの第２表地方債のように定めるものでございます。 

 第３条は、一時借入金の規定でありまして、一時借入金の借り入れの最高額を５億円と

定めるものでございます。 

 第４条は、歳出予算の流用の規定で、歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、各項に計上した給料、職員手当等、共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用を定めるものでございます。 

 ２ページから５ページまでが、第１表歳入歳出予算でございまして、款項別の予算額と

なっております。 

 重立ったものをご説明申し上げます。予算書に添付してお配り申し上げております資料

とあわせてごらんを願いたいと思います。 

 まず、資料の方の１ページでございますが、平成１８年度一般会計及び特別会計予算額

表をごらんください。 

 一般会計歳入歳出予算額は７７億３００万円、国保会計など７つの特別会計合計で６４

億２，１２６万１，０００円、水道事業会計など３つの事業会計の収益的収支の支出額は

３９億６，１４９万２，０００円となっており、トータルで１８０億８，５７５万３，０

００円となっております。 

 予算書の２ページですが、資料も２ページの方をお開き願いたいと思います。 

 第１款町税１５億４，０４１万４，０００円でございます。固定資産税が５，０９３万

３，０００円の減。新築件数の減と企業の設備投資の減による減となっております。 

 第２款地方譲与税２億１，３００万円。これは１項の所得譲与税、これが増額となって

おります。税源移譲による増でございます。 

 ３款利子割交付金８６０万円、４款配当割交付金６１０万円、５款株式等譲渡所得割交

付金３６０万円、６款地方消費税交付金１億７，４００万円、７款ゴルフ場利用税交付金

６００万円。 
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 ８款自動車取得税交付金５，１００万円につきましては、前年度の決算見込み等により

計上いたしております。 

 ９款地方特例交付金４，７２２万円でございます。これにつきましては、児童手当の支

給年齢の引き上げ等があり、小学校３年生から小学校６年までということで、年齢の拡大

がございました。それによりまして、若干の増となっております。 

 １０款地方交付税２８億５，０００万円でございますが、１７年度確定額を基礎といた

しまして、県情報の対前年度決算額費、それから国調の人口減少率、錯誤額等の影響額等

を考慮して計上しております。１０．１％の減、３億２，０００万円ほどの減となってお

ります。 

 １１款交通安全対策特別交付金２６０万円でございますが、前年度実績により計上して

おります。 

 １２款分担金及び負担金９，８０３万７，０００円でございます。２項負担金で、給食

費徴収金、これを諸収入へ組み替えたことにより減となっております。 

 １３款使用料及び手数料２億４０４万円でございます。使用料で、指定管理者制度の導

入、これ等により減となっております。 

 次に、１４款国庫支出金でございます。３億１，５７３万６，０００円。国庫負担金で

３，９５７万円ほど減となっております。これは国保保険基盤安定制度負担金の減、それ

から児童手当国庫負担率の減によるものでございます。 

 １５款県支出金４億８，１８１万４，０００円でございます。２項県補助金には、合併

支援特例交付金１億円を計上しております。３項委託金には、県知事選挙の委託金、それ

から県議会議員選挙の委託金を計上しております。 

 １６款財産収入１，２１０万１，０００円。前年とほぼ同額でございます。 

 １７款寄付金８５万９，０００円ですが、壷井栄顕彰会寄付金が主なものでございま

す。 

 １８款繰入金７億５，９８３万８，０００円でございます。財源不足を補うための基金

繰り入れでございまして、財政調整基金繰り入れが３億７，９３３万１，０００円、減債

基金繰入金が２億円としております。また、内海中学校建設事業に充当するため、内海中

学校整備基金から１，４８２万円ほど、それから電子カルテシステム等の導入事業に充当

するため、内海病院整備基金から１億円取り崩しております。 

 １９款繰越金３，０００万円。前年と同額を計上しております。 
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 ２０款諸収入１億９，３９４万１，０００円でございますが、信用保証協会貸付金元金

収入２，０００万円、それから四国労働金庫貸付金元金収入４，０００万円、奨学金貸付

金元金収入１，１７０万円、給食徴収金７，７１４万１，０００円が主なものでございま

す。 

 ２１款町債７億４１０万円でございます。前年度比１億６，２９０万円の増となってお

ります。増の主な要因は合併特例債を利用した中学校建設事業債２億５，６００万円によ

るものでございます。 

 以上、歳入合計７７億３００万円でございます。 

 次に、４ページから歳出でありますが、資料の方は３ページをお開き願いたいと思いま

す。 

 １款議会費１億１２６万２，０００円、議員報酬等人件費が主なものでございます。旧

２町の合計額と比較いたしますと５，３１６万円ほどの減となっております。減の要因

は、議員数が２８人から１８人、１０人の減、それから職員数が４人から３人ということ

で１人の減、これが要因でございます。 

 ２款総務費９億８，３６８万６，０００円でございます。 

 １項総務管理費の合併対策費の減により減となっております。 

 また、４項選挙費につきましては、先ほど歳入の方でも申し上げましたが、香川県知事

選挙費が１，６０９万円ほど、それから香川県県議会議員選挙費が３５１万円ほど計上し

ております。 

 ３款民生費１４億８，０３１万５，０００円でございますが、この中で１項社会福祉費

が１１億６，８７５万８，０００円となっております。国民健康保険会計の繰出金１億

３，５８９万７，０００円、それから老人ホーム入所措置委託料７，２６９万５，０００

円、介護保険会計繰出金１億９，３９５万８，０００円、老人保健会計繰出金２億３，０

２４万６，０００円、知的障害者施設訓練等支援費事業、重度心身障害者等医療費支給事

業等障害者に対する扶助費が２億４，０３９万円等となっております。 

 ２項の児童福祉費は３億１，１５５万３，０００円となっております。前年比よりかな

り伸びております。２，２００万円ほど伸びておりますが、児童手当の給付年齢が９歳か

ら１２歳までに引き上げられたことが要因でございます。 

 ４款衛生費１２億５２５万円でございますが、１項保健衛生費には合併処理浄化槽設置

整備事業補助金を４，３４１万円ほど計上しております。１１０基分ということでござい
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ます。 

 ２項清掃費には、ごみ収集業務等委託料、それから小豆地区広域行政事務組合負担金、

これが２億５，６８５万円ほど、それからみさき園管理業務委託料５，３０８万円ほど、

それから土庄町小豆島町環境衛生組合負担金３，２６５万円ほどを計上しております。 

 ５款労働費４，７１３万７，０００円でございますが、これは四国労働金庫の預託金

４，０００万円が主なものでございます。 

 それから、６款農林水産業費２億８，５５８万９，０００円でございますが、１項農業

費でオリーブ公園委託料、これが観光施設へ移動したことにより、２，９００万円ほどの

減となっております。 

 それから、３項の水産業費で、室生漁港海岸保全施設整備事業の完了によりまして、１

億９，５５２万円ほど減となっております。 

 ７款商工費でございますが、２億６，５５３万５，０００円でございます。岬の分教場

の補助金３，５００万円、それからビジターハウス改修工事費４，７２５万円等の計上に

より増となっております。 

 次に、８款土木費でございます。４億５，６６６万５，０００円でございます。２項の

道路橋梁費で道路維持補修工事費が３，２６５万円ぐらいの減、それから県営事業負担金

が２，１５０万円の減、それから３項の河川費では旧傾斜地崩壊防止工事費が２，４２１

万円の減、それから４項の港湾費では県営事業負担金が２，９７０万円ほどの減、それか

ら５項住宅管理費では改良住宅等の改善事業費、これが１，６５４万円ほど増となってお

ります。 

 それから、９款消防費でございます。４億１，８６５万５，０００円でございますが、

小豆広域の負担金の減が主なものでございます。施設整備費としてポンプ車の購入事業が

終了したということでございます。 

 １０款教育費１３億２，２３４万９，０００円でございますが、２億５，９２７万円ほ

ど増となっております。内海中学校建設事業費の増によるものでございます。 

 １２款公債費１１億２，７７６万円でございます。２，７３２万円ほど減となっており

ます。償還のピークが旧内海町では１５年度、旧池田町では１３年度となっており、毎年

減となっております。 

 予備費は５００万円を計上しております。 

 以上、歳出合計７７億３００万円でございます。 
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 次に、６ページの第２表地方債でございますが、平成１８年度中に計画しております事

業に充当を予定しております地方債につきまして、目的、限度額、記載の方法、利率、償

還の方法を定めるものでございます。 

 最後に、資料の方の最後の１２ページ、１３ページ、普通建設事業を掲げております。

合計額で９億６，８７８万７，０００円となっております。 

 以上、簡単ですが、平成１８年度一般会計予算の概要について説明を終わります。よろ

しくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第１０、議案第２６号平成１８年度小豆島町国民健康保

険事業特別会計予算について提案内容の説明を求めます。 

 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（秋長邦広君） 議案第２６号平成１８年度小豆島町国民健康保険事業特

別会計予算についてご説明申し上げます。 

 予算書の７ページでございますが、第１条が歳入歳出予算の規定でありまして、歳入歳

出予算の総額を１９億６，６０７万３，０００円と定めようとするものでございます。 

 この額につきましては、前年度の２町の当初予算合計額より８，１７３万４，０００円

の増、率にして４．３％の増でございます。 

 第２条が一時借入金の規定で、借り入れの最高額を１億円と定めようとするものでござ

います。 

 第３条が歳出予算の流用の規定で、各項の経費の金額を流用することができる場合を保

険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間とするものでございます。 

 １枚めくっていただきまして８ページの歳入でございます。 

 １款国民健康保険税４億６，７４５万４，０００円で、前年に比べて３，２９８万９，

０００円の減でございます。医療給付費分現年度課税分では、旧池田町の税率を採用した

ために、一般被保険者分と退職被保険者等分を合わせると、前年より４，８１７万２，０

００円の減となる見込みでございます。介護納付金分につきましては、赤字が予想された

ため税率改正をさせていただきましたが、一般被保険者分、退職被保険者等分合わせて前

年より１，７５０万５，０００円の増を見込んでおります。 

 ２款使用料及び手数料８万円は、督促手数料でございます。 

 ３款国庫支出金５億６，７７７万１，０００円。 



 21

 １項国庫負担金は、三位一体改革に合わせて、療養給付費等負担金が一般被保険者に係

る保険給付費老人保健拠出金及び介護納付金等の４０％負担から、平成１７年度は３６％

負担に、平成１８年度からはさらに２％下がって３４％になるためと、一般被保険者に係

る療養給付費が前年より２，４１４万４，０００円減に、高額療養費が９８６万７，００

０円減になることなどにより、６，１２８万３，０００円の減を見込んでおります。 

 ２項国庫補助金は、財政調整交付金のうちの普通調整交付金は前年度より１１３万２，

０００円の減を見込んでおりますが、特別調整交付金のうち直営診療施設繰り出し分９２

９万円を当初予算で計上したことと、結核、精神分４，３９３万８，０００円を見込んで

いるため、前年より３，７７４万３，０００円の増となってございます。 

 ４款県支出金９，２９０万６，０００円は、三位一体改革に合わせて、平成１７年度か

ら一般被保険者に係る療養給付費等の５％分を、平成１８年度からさらに２％ふえて７％

分を、県が財政調整交付金で補助することになったためなどで、前年より３，７０１万

５，０００円の増を見込んでおります。 

 ５款療養給付費交付金５億６，６７８万４，０００円は、退職者の医療費の財源となる

交付金でありますが、前年より１億４，７３４万９，０００円の増でございます。歳出の

退職被保険者等療養給付費が、被保険者数が前年より２７７人増が見込まれますが、その

ため１億３，５３１万１，０００円の伸びを見込んでございます。 

 ６款共同事業交付金３，５２１万５，０００円は、一般被保険者に係る高額医療費で、

前年より４５０万６，０００円の増となる見込みでございます。平成１８年度からは１件

当たり８０万円以上の高額医療費が出た場合に、８０万円を超える額の５９％と付加事業

で３０万円から８０万円未満の高額医療費の３０万円を超える額の６０％が交付されるも

のでございます。 

 ７款財産収入７１万４，０００円は、基金利子でございます。前年と同額でございま

す。 

 ８款繰入金２億２，６９０万円は、前年より５，２５０万７，０００円の減でございま

す。 

 ２項基金繰入金は、前年より５，２６３万７，０００円の減を見込んでいるためでござ

います。 

 ９款繰越金２，０００円、１０款諸収入８２４万７，０００円は、前年より１９０万円

の増でありますが、同じ款の３項１目の高額療養費貸付金戻入を前年より２００万円増を
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見込んでいるためでございます。 

 以上、歳入合計１９億６，６０７万３，０００円でございます。 

 次に、９ページの歳出でございます。 

 １款総務費１，５５６万５，０００円は、国保事業の管理的経費と徴税費、運営協議会

費でありますが、前年より４１万円の減でございます。 

 ２款保険給付費１３億７，６８５万円で、前年より１億３６５万円の増でございます。

平成１４年１０月の医療保険制度改正により老人医療費受給者の年齢が７５歳に引き上げ

られたため、平成１４年度１０月以降に７０歳になった前期高齢者が一般被保険者、また

退職被保険者のまま残り、被保険者数が増加していることなどにより、１項の療養諸費が

前年より１億１，２８０万３，０００円の増を見込んでございます。一般被保険者数は前

年より１３８人減の３，００９人を見込み、このため一般被保険者療養給付費は２，４１

４万４，０００円の減、逆に退職被保険者数は前年より２７７人増の１，８７９人を見込

んでおり、退職被保険者等療養給付費が前年より１億３，５３１万１，０００円増と大き

な伸びが見込まれます。 

 ３款老人保健拠出金３億８，０２３万６，０００円は、老人保健該当者の医療費として

国保が負担する分であります。平成１４年１０月から医療保険制度改正があり、対象年齢

が７５歳以上となったために老人医療受給者数が減少しております。前年より８２人減の

２，９３０人で、拠出金も前年より２，３９７万７，０００円の減を見込んでおります。 

 ４款介護納付金９，４６０万５，０００円は、小豆島町国保が納める介護納付金で、前

年より４２２万２，０００円の増となっております。国から示された１人当たりの負担見

込み額が前年より４，１９９円ふえたこと、介護保険第２号被保険者数が前年より８１人

ふえる見込みなどによるものでございます。 

 ５款共同事業拠出金３，５２１万８，０００円は、高額医療費共同事業に対する拠出金

で、歳入の６款共同事業交付金と同じ額を計上させていただいております。 

 ６款保健事業費２，２５２万１，０００円は、健康増進、医療費適正化、高額療養費貸

し付けなどに充てる費用でございます。前年より１８５万２，０００円の減となっており

ます。 

 ７款基金積立金７１万４，０００円は前年と同額、８款公債費４０万円は前年は１０万

円の増。 

 ９款諸支出金９９６万４，０００円は、保険税還付金６７万円、直営診療施設勘定繰出
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金９２９万円などで、前年度は直営診療施設勘定繰出金を当初予算で計上していなかった

ために、９３３万６，０００円の増となっております。 

 １０款予備費３，０００万円は前年より８３６万８，０００円の減でございます。 

 以上、歳出合計１９億６，６０７万３，０００円でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第１１、議案第２７号平成１８年度小豆島町国民健康保

険診療所事業特別会計予算について提案内容の説明を求めます。 

 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（秋長邦広君） 議案第２７号平成１８年度小豆島町国民健康保険診療所

事業特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 １０ページでございます。 

 第１条が、歳入歳出予算の規定でありまして、歳入歳出予算の総額を５，２２５万３，

０００円と定めようとするものでございます。 

 前年より３７６万５，０００円の減、率にして６．７％の減となってございます。 

 １枚めくっていただきまして１１ページの歳入予算でございます。 

 １款診療収入４，８２８万３，０００円は、外来収入で、前年より７２５万４，０００

円の減を見込んでおります。当浜、福田、吉田地区の診療対象地区人口が減少傾向にある

こと、介護保険による施設介護者の増加などにより、福田診療所の診療件数及び診療収入

も毎年減少してございます。 

 ２款使用料及び手数料２万円は、健康診断等の文書料でございます。 

 ３款繰入金は３７４万９，０００円で、前年は国民健康保険特別会計繰入金を１，００

０円だけしか計上していなかったために３４８万９，０００円の増となってございます。 

 ４款繰越金１，０００円、５款諸収入２０万円は薬品容器代等でございます。 

 以上、歳入合計５，２２５万３，０００円でございます。 

 次に、１２ページが歳出でございます。 

 １款総務費２，６９８万８，０００円は、嘱託医師１名、准看護師１名、パート事務員

１名の人件費及び施設の維持管理に要する費用でございます。 

 ２款医業費２，４７０万６，０００円は、医薬材料費２，３００万円、検査委託料８０

万円などでございます。 

 以上、歳出合計５，２２５万３，０００円でございます。 
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 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第１２、議案第２８号平成１８年度小豆島町老人保健事

業特別会計予算について提案内容の説明を求めます。 

 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（秋長邦広君） 議案第２８号平成１８年度小豆島町老人保健事業特別会

計予算についてご説明申し上げます。 

 １３ページでございます。 

 第１条が、歳入歳出予算の規定でありまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２９億

５，０７９万２，０００円と定めようとするものでございます。 

 前年より６，８６２万７，０００円の減、率にして２．３％の減となっております。 

 １４ページが歳入予算でございます。 

 １款支払基金交付金１５億９，２９４万７，０００円で、支払基金からの交付金、国庫

支出金９億２２４万４，０００円で、医療給付費負担金など、３款県支出金２億２，５３

５万円は、同じく医療給付費負担金など、４款繰入金２億３，０２４万６，０００円は一

般会計からの繰入金、５款繰越金１，０００円、６款諸収入４，０００円は名目予算でご

ざいます。 

 以上、歳入合計２９億５，０７９万２，０００円でございます。 

 次に、１５ページが歳出でございます。 

 １款総務費５５１万７，０００円は、電算処理委託料３８４万２，０００円ほか、２款

医療諸費２９億４，５２７万２，０００円は老人医療費の支給に要する経費で、前年より

６，９８２万５，０００円の減を見込んでおります。平成１４年１０月からの医療保険制

度の改正によりまして、平成１４年９月以前に７０歳になった方は引き続き老人保健受給

者でありますが、平成１４年１０月以降に７０歳になった方は７５歳から老人保健受給者

となるために、制度改正後は老人保健受給者数は毎年減少しております。平成１８年度は

前年より１６４人減の３，６３０人を見込んでおります 

 以上、歳出合計２９億５，０７９万２，０００円でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第１３、議案第２９号平成１８年度小豆島町介護保険事

業特別会計予算について提案内容の説明を求めます。 

 住民福祉課長。 
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○住民福祉課長（秋長邦広君） 議案第２９号平成１８年度小豆島町介護保険事業特別会

計予算についてご説明申し上げます。 

 １６ページでございますが、第１条が歳入歳出予算の規定でありまして、歳入歳出予算

の総額を１３億２，９５２万７，０００円と定めようとするものでございます。前年より

１，１３５万６，０００円の減、率にして０．８％の減となっております。 

 第２条が歳出予算の流用の規定で、各項の経費の金額を流用することができる場合を保

険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間とするものでございます。 

 １枚めくっていただきまして１７ページの歳入でございます。 

 １款保険料は１億８，８５６万５，０００円。１号被保険者に係る保険料で、前年より

１１４万８，０００円の増を見込んでおります。 

 なお、１号被保険者数は前年より６５人の減を見込んでございます。 

 ２款使用料及び手数料４万３，０００円は督促手数料等。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金は２億１，２３３万９，０００円。前年より４，８５

１万３，０００円の減でございます。三位一体改革により国と県の費用負担割合の見直し

が行われ、居宅給付費については、現状の国２５％、県１２．５％のままの負担割合であ

りますが、施設等給付費については、平成１８年度から国の負担が５％減って２０％、県

が５％ふえて１７．５％となったことなどによる減でございます。 

 ２項の国庫補助金は１億１，０８７万２，０００円で、前年より１，４２３万１，００

０円の増で、地域密着型サービスなどの新たな介護サービスの増加を見込んでいるための

増でございます。 

 なお、補助割合は８．０２％で計算をしております。 

 ４款支払基金交付金３億９，６９９万２，０００円は、第２号被保険者の保険料から交

付されるもので、前年より２，０３７万１，０００円の減を見込んでおります。ショート

ステイを含む介護保険施設における居住費及び食費が自己負担となったために、その分、

保険給付費が減となったことなどによるものでございます。 

 ５款県支出金２億６３６万４，０００円、１項県負担金は施設等給付費の県負担割合が

５％ふえたことなどによる増、２項県補助金４３０万７，０００円は新たに創設された地

域支援事業交付金でございます。 

 ６款財産収入１，０００円、７款繰入金、１項一般会計繰入金は１億９，３９５万８，
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０００円で、保険給付費の１２．５％などと２項基金繰入金１，９７３万２，０００円で

ございます。 

 ８款繰越金１，０００円、９款諸収入６６万円は、３項雑入の配食サービス賄い材料費

徴収金６２万４，０００円ほかでございます。 

 以上、歳入合計１３億２，９５２万７，０００円でございます。 

 次に、１８ページの歳出でございます。 

 １款総務費２，９７１万７，０００円、１項総務管理費、８節報償費に、地域密着型サ

ービス運営委員会委員謝礼は、新規に計上させていただいておりますが、第３期介護保険

事業計画の中で地域密着型介護サービスの認知症対応型通所介護施設と小規模多機能型居

宅介護施設の整備を図ることといたしております。この事業所の指定は町が行いますが、

その事業所の選定をする際に運営委員会を開催し、協議をすることとしております。委員

の選任につきましては、今後検討してまいりますが、町会議員さん、福祉関係者、学識経

験者、被保険者代表などから選任させていただくことになろうかと思います。 

 ２項の徴収費は、介護保険料ほか、徴集するための経費、３項介護認定審査会費は小豆

広域事務組合で実施している介護認定審査会に要する経費と訪問調査や主治医意見書に要

する経費でございます。 

 ２款保険給付費１２億７，５１９万２，０００円は前年より２，９２９万２，０００円

の減を見込んでおります。なお、介護保険制度改正により新たなサービスとして地域密着

型介護サービスが創設されたため、新規に計上いたしております。 

 また、４項の特定入所者介護サービス等費６，２００万円は、平成１７年１０月から導

入された介護サービス費における食費及び居住費の自己負担化に伴い、低所得者の施設利

用が困難とならないように、補足的給付を実施して経済的負担の軽減を図るものでござい

ます。 

 ３款地域支援事業費２，４０１万７，０００円は、要介護状態の発生予防を目的に、要

介護状態に陥るおそれの高い高齢者を対象とし、従来の老人保健、介護保険、地域支え合

い事業を再編して創設されたものです。事業の内容としましては、運動機能の向上や栄養

改善を行う介護予防事業、介護予防ケアプランの作成や高齢者の総合相談、権利擁護など

を行う包括的支援事業及び家族介護支援事業等の任意事業がございます。 

 ４款諸支出金１０万１，０００円は過誤納還付金ほかでございます。 

 以上、歳出合計１３億２，９５２万７，０００円でございます。 
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 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第１４、議案第３０号平成１８年度小豆島町介護サービ

ス事業特別会計予算について提案内容の説明を求めます。 

 健康増進課長。 

○健康増進課長（谷本広志君） 議案第３０号平成１８年度小豆島町介護サービス事業特

別会計予算をご説明申し上げます。 

 １９ページをお願いします。 

 第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，５５１万５，０００円と定める。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 介護サービス事業特別会計につきましては、先ほども町長も申されましたように、旧内

海町の３つの特別会計と池田町の一般会計で行っておりました介護サービス事業を、合併

に伴い、小豆島町介護サービス事業特別会計に一本化しております。 

 第１表歳入歳出予算、１歳入、１款サービス収入６，８９６万７，０００円、１項介護

給付費収入６，０２１万８，０００円、要介護認定者へのサービス収入でございます。内

訳は、ケアマネジャーによる１５６人分の居宅サービス計画及びホームヘルパーによる利

用者７８人分の居宅介護サービス収入でございます。 

 ２項予防給付費収入４４２万２，０００円、要支援者認定者へのサービス収入でござい

ます。内訳は、ケアマネジャーによる３２名分の居宅サービス計画収入及びホームヘルパ

ーによる２３人分の要支援者への日常生活上の支援サービス収入及び訪問看護事業の介護

予防サービス収入でございます。 

 ３項自己負担金収入４３２万７，０００円、訪問介護及び訪問看護サービスを受けてい

る利用者からの介護サービス費基準額の１割負担収入でございます。 

 ２款使用料及び手数料９７万２，０００円、１項手数料９７万２，０００円、介護サー

ビス申請に対する認定調査の手数料でございます。 

 ３款寄付金５，０００円、１項寄付金５，０００円、５つの事業所がございますので各

事業所に１，０００円を置いております。 

 ４款繰入金８７６万６，０００円、１項他会計繰入金８７６万６，０００円、居宅にお

いて、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の利用者に対するサービス費等の一般会計

からの繰入金でございます。 

 ５款諸収入６８０万５，０００円、１項収益事業収入６８０万円、訪問看護事業の医療
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保険を利用した場合の訪問看護療養費収入及び医療保険を使った場合の利用者の個人負担

分でございます。訪問看護の利用者は２３名でございます。 

 ２項雑入５，０００円、香川大学、穴吹学園及びニチイ学館等からヘルパーの研修、そ

れから訪問看護実習の要請がございます。それに対する受け入れの収入でございます。 

 歳入合計８，５５１万５，０００円。 

 ２１ページをお願いします。 

 歳出、１款サービス事業費８，５５１万５，０００円、１項居宅介護支援事業費１，７

９６万６，０００円、ケアマネジャー部門の費用でございます。内海に職員２名、嘱託職

員１名、池田に職員１名、計４名の人件費及び諸経費でございます。 

 ２項訪問介護サービス事業費４，５１０万４，０００円、ホームヘルパーの部門の費用

でございます。内海に嘱託ヘルパー８名、登録ヘルパー２名、池田に嘱託ヘルパー５名、

登録ヘルパー４名、計嘱託ヘルパー１３名、登録ヘルパー６名分の人件費及び諸経費でご

ざいます。 

 ３項訪問看護サービス事業費２，２４４万５，０００円、訪問看護部門の費用でござい

ます。内海に訪問看護ステーションがございますが、看護師２名、准看護師１名、合計３

名分の人件費及び諸経費でございます。 

 歳出合計８，５５１万５，０００円、平成１７年度の旧内海町の３つの特別会計と旧池

田町の介護サービス事業の合計と本予算を比較いたしますと、１，０７８万８，０００

円、率にしまして１１％の減となっております。１１％の減の要因でございますが、２点

ございます。１点目は、旧池田町の介護サービス事業は一般会計で行っておりました。歳

出には一般職の給料の一部を介護サービス事業で見ておりましたので、これによる減、２

点目でございますが、内海のケアマネ部門の職員の異動による減となっております。本年

４月から地域包括支援センター設置に伴いまして正職員のケアマネジャー２名が異動にな

りました。そのために、ケアマネ部門に２名の欠員が生じましたので、この２名の嘱託職

員を新たに採用する予算でございました。予算の減でございますが、正職員２名と嘱託職

員２名の人件費の差が主な要因でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第１５、議案第３１号平成１８年度小豆島町介護予防支

援事業特別会計予算について提案内容の説明を求めます。 

 住民福祉課長。 
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○住民福祉課長（秋長邦広君） 議案第３１号平成１８年度小豆島町介護予防支援事業特

別会計予算についてご説明申し上げます。 

 本特別会計の主な歳入につきましては、介護予防ケアプラン作成に係る介護報酬であ

り、主要な歳出はこれに携わる者の人件費となっており、一般の歳入歳出予算と区分する

必要があることから、本特別会計を新たに設置したところでございます。 

 それでは、２２ページをお願いいたします。 

 第１条が歳入歳出予算の規定でありまして、歳入歳出予算の総額を６１４万９，０００

円と定めようとするものでございます。 

 めくっていただきまして２３ページが歳入でございます。 

 １款サービス収入は、介護予防、サービス計画費収入で、要支援１の被保険者推計で９

３人と要支援２の被保険者推計で１０８人に介護予防サービス計画を作成するもので、報

酬単価１人１カ月４，０００円の６カ月分と初回加算１人２，５００円をプラスして５３

２万６，０００円を見込んでおります。 

 ２款寄付金１，０００円、３款寄付金８２万１，０００円は、この特別会計は赤字が予

測されるために財源不足見込み額を一般会計からの繰入金で補てんをさせていただこうと

するものでございます。 

 ４款諸収入１，０００円。 

 歳入合計６１４万９，０００円でございます。 

 次に、２４ページが歳出でございます。 

 １款サービス事業費６１４万９，０００円は、要支援者に対するケアプラン作成に要す

る経費でございます。地域包括支援センターの３人の保健師などの２カ月分の人件費と豊

寿園などのケアマネジャーに介護予防ケアプラン作成を依頼するための委託料などでござ

います。 

 以上、歳出合計６１４万９，０００円でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勝利君） 暫時休憩します。 

 午後は１時から再開したいと思います。 

            休憩 午前１１時５７分 

            再開 午後 １時００分 

○議長（中村勝利君） 再開をします。 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次、日程第１６、議案第３２号平成１８年度小豆島町簡易水道事業特別会計予算につい

て提案内容の説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（堀田俊二君） 議案第３２号平成１８年度小豆島町簡易水道事業特別会計予

算につきましてご説明を申し上げます。 

 予算書の２５ページをお開きください。 

 新町での簡易水道事業につきましては、旧池田町の中山地区、旧内海町では橘、岩谷、

当浜、福田、吉田の合計６地区に施設がございますが、これらの施設を管理、運営するた

めの予算でございます。 

 第１条では、歳入歳出予算の総額を定めておりますが、予算の総額は歳入歳出それぞれ

３，０９５万２，０００円といたしております。 

 内容につきましては、２６ページ、２７ページの歳入歳出予算でご説明を申し上げま

す。 

 歳入といたしましては、１款の使用料及び手数料といたしまして２，１５４万７，００

０円を予定しておりますが、町内での簡易水道需要家７８７件の水道使用料と開始、検

査、修繕等の手数料でございます。 

 ２款の分担金及び負担金では、１件分の加入負担金として１万５，０００円を計上いた

しております。 

 ３款の財産収入１，０００円につきましては、簡易水道事業財政調整基金の利子でござ

います。 

 ４款の繰入金９３４万８，０００円につきましては、一般会計からの繰入金でございま

して、企業債の元利償還金の２分の１、施設改良費の２分の１、福祉対策での水道使用料

減免相当分、水質検査経費の全項目検査に係る経費等でございます。 

 また、５款の繰越金には４万円を、６款の諸収入は雑入として１，０００円を予定をい

たしております。 

 歳出につきましては、２７ページに記載をいたしておりますが、１款の総務費といたし

ましては、施設管理に係る職員の給料、委託検針員の賃金、消費税及び地方消費税等に充

当するため７６７万６，０００円を予定をいたしております。 

 ２款の業務費といたしましては、１，２２０万１，０００円を予定いたしております
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が、浄水施設、配水管等の修繕料、水質検査業務の委託料、中山地区、当浜地区での改良

工事費等でございます。 

 ３款の公債費１，１０４万５，０００円につきましては、橘、福田、吉田地区の簡易水

道施設改修に伴う起債の元利償還金でございます。 

 ４款の予備費といたしましては、３万円を予定をいたしております。 

 歳出合計は歳入合計と同額の３，０９５万２，０００円といたしております。 

 以上、簡単ですが説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第１７、議案第３３号平成１８年度小豆島町水道事業会

計予算について提案内容の説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（堀田俊二君） 続きまして、議案第３３号平成１８年度小豆島町水道事業会

計予算につきまして、予算書の２８ページから３０ページでご説明をいたします。 

 ２８ページの第２条では、業務の予定量を定めておりますが、給水戸数は６，５７０

戸、年間の総給水量は２４１万立方メートルの予定といたしており、１日平均では６，６

０３立方メートルとなります。 

 また、（４）の主要な建設改良事業といたしましては、（イ）の減水設備工事といたし

まして４０５万円を予定いたしておりますが、導水管の改良、布設替え等の工事費でござ

います。 

 （ロ）の配水設備工事費１億９０１万円につきましては、平成１５年度から旧内海町内

で国庫補助事業として取り組んでおります石綿セメント管の更新工事、１８年度で予定を

いたしております配水管の拡張工事、改良工事に関する測量設計の委託料と工事費に７，

８９１万円を、また内海ダム再開発事業関連でダム下にありますかんかけ配水池の移転に

関する新しい配水池や送水管の調査設計等に３，０１０万円を予定をいたしております。 

 （ハ）の内海ダム再開発費の５，０７５万６，０００円につきましては、担当職員２名

分の給与関係のほかに、建設中の残土集積用地に関する周辺構想の策定の委託料、ダム再

開発の県営事業に対する水道事業負担金等でございます。 

 次に、第３条の収益的収入及び支出でございますが、第１款の水道事業収益として５億

５，４７７万５，０００円を予定をいたしております。 

 主な収益といたしましては、第１項の営業収益でございますが、町内での上水道需要家
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７，０４２件の水道使用料、それと一般会計と小豆広域からの繰入金等で５億３，３９７

万８，０００円を予定をいたしております。 

 第２項の営業外収益につきましては、小豆広域施設の修繕工事の受託費、水道メーター

修繕差益等２９９万８，０００円でございます。 

 第３項の特別利益といたしまして、内海ダム用地となりますかんかけ浄水場用地の売却

益１，７７９万９，０００円を予定をいたしております。 

 一方、支出といたしましては、第１款の水道事業費用として４億６，０７３万７，００

０円を予定をいたしております。 

 主な費用といたしましては、第１項の営業費用として、担当職員の給与、小豆広域から

の受水費、修繕費、有形無形の固定資産の減価償却費等で３億６，８４４万円を予定をい

たしております。 

 第２項の営業外費用といたしましては、小豆広域の運営負担金、起債償還負担金、消費

税及び地方消費税等で８，９４９万７，０００円を予定をいたしております。 

 また、第３項では、特別損失といたしまして過年度損益修正損を２５０万円、第４項で

は予備費３０万円を予定をいたしております。 

 次に、２８ページから２９ページになりますが、第４条の資本的収入及び支出でござい

ます。 

 収入といたしましては、第１款の資本的収入として、第１項の企業債は石綿セメント管

更新事業と内海ダム再開発事業での水道事業負担金の財源の一部として１，７８０万円を

予定をいたしております。 

 第２項では、内海ダム建設事業に対する一般会計からの出資金といたしまして、８２８

万８，０００円を、第３項の補助金は石綿セメント管更新事業と内海ダムでの水道水源開

発に対する国、県からの補助金２，０６９万５，０００円でございます。 

 第４項の負担金は、内海ダム再開発事業関連で、ダム下にありますかんかけ配水池の移

転に関する新しい配水池や送水管の調査、設計と配水管移転に対する香川県からの補償金

５，２１４万円でございます。 

 第５項では、新規需要家の加入分担金として２００万円を、第６項では長期貸付返還金

として小豆広域からの返還金４２４万９，０００円を、第７項ではかんかけ浄水場用地の

固定資産の売却代金として３７万６，０００円を予定をいたしております。 

 一方、支出といたしましては、第１款の資本的支出として２億５，０１９万１，０００
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円を予定をいたしております。 

 内容といたしましては、第１項の建設改良費といたしまして、１億７，４４３万７，０

００円を計上いたしておりますが、内訳につきましては、第２条の項でご説明をさせてい

ただきましたので省略をさせていただきます。 

 第２項の企業債償還金につきましては、これまでに借り入れをした企業債の元金分７，

４７５万３，０００円でございます。 

 また、第３項では、国庫補助金返還金として１，０００円を、第４項では予備費として

１００万円を予定をいたしております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額につきましては、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資金で補てんするものといた

しております。 

 第５条の企業債は、内海ダム建設事業の負担金、石綿セメント管更新事業の財源の一部

として、起債の限度額、方法、利率、償還の方法等を定めたもので、内容につきましては

記載のとおりでございます。 

 第６条では、一時借入金の限度額を１，０００万円と定めております。 

 第７条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費

と交際費を計上いたしております。 

 第８条では、棚卸資産の購入限度額を８００万円と定めております。 

 最後になりますが、第９条では、重要な資産の処分といたしましてダム用地となります

かんかけ浄水場用地の売り払いを予定をいたしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第１８、議案第３４号平成１８年度小豆島町病院事業会

計予算について提案内容の説明を求めます。 

 病院事務長。 

○病院事務長（松下 智君） 議案第３４号平成１８年度小豆島町病院事業会計予算につ

いてご説明申し上げます。 

 予算書３１ページでございます。 

 第２条が、業務の予定量です。病床数は１９６床で変わりはございません。一般が１４

５床、療養４２床、結核５床、感染症４床でございます。患者数につきましては、入院を

１日平均１６０人、年間５万８，４００人、外来は１日平均４８０人、年間１１万７，６
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００人を見込んでおります。 

 主要な建設事業につきましては、設備整備費といたしましてナースコールほか医療機器

の購入分で約６，０００万円程度と、電子カルテシステム導入経費といたしまして約１億

８，０００万円を予定しております。 

 第３条が収益的収入及び支出の予定額です。 

 第１款病院事業収益は２９億８，０４４万２，０００円で、前年度当初予算に比べまし

て１，７７３万９，０００円、率にして０．６％の増加でございます。 

 内訳は、第１項医業収益は、平成１８年度に実施されます診療報酬改定が過去最大の引

き下げになっております。基本的には、１０月から実施されることでありますので、患者

数等は努力目標といたしましてほぼ前年度並みを見込んでおります。したがいまして、入

院収益は前年度と同額としております。 

 外来収益は、単価増を少し見込んでおりますので、前年度に比べ１．５７％の増で、２

７億３，９６４万４，０００円となっております。 

 第２項医業外収益は、広域行政からの輪番制補助金の減少や一般会計からの負担金の減

少によりまして、前年度に比べまして９．２３％の減、２億４，０７９万８，０００円と

なっております。 

 次に、支出でございますが、第１款病院事業費用は３１億８，０６９万４，０００円

で、前年度当初予算に比べまして３，３８０万７，０００円、１．０７％の増加となって

おります。内訳としまして、第１項医業費用が、昨年給与費の臨時職員退職給与金の減額

がございましたが、それが減額となっておりますけれども、法定福利費の増加、そのほか

に診療材料費や委託料の増により２９億６，４０５万円で、前年度当初予算に比べまして

１．２８％の増加となっております。 

 第２項医業外費用は、老人保健施設費用の見直しなどで前年度に比べまして２．０５％

の減、２億１，８８５万４，０００円となっております。 

 第３項特別損失は１００万円増額しております。２００万円でございます。 

 第４項予備費２００万円は前年度と同額を計上しております。 

 以上のことから、当年度の収益的収支は２億６４６万２，０００円の赤字予算となって

おります。このうち、減価償却費は２億１，９３３万７，０００円でございます。 

 次に、第４条は資本的収入及び支出の予定額です。３２ページをごらんください。 

 第１款資本的収入は３億６，００１万２，０００円で、第１項負担金は、これは一般会
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計からの負担金ですが、企業債の元金償還に対する負担金１億２，４０１万２，０００円

と電子カルテシステム導入費用に充てます病院施設整備基金からの繰入金相当分１億円が

ございます。 

 第２項企業債は医療機器の整備に充てる企業債でございます。これに対する資本的支出

は４億２，３０１万８，０００円で、第１項建設改良費は、医療機器整備費で、主なもの

といたしましては１７年度からの継続事業でございます電子カルテシステムの導入とナー

スコール機器の更新を予定しております。 

 第２項企業債償還金は起債の元金償還でございます。 

 以上のことから、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額６，３００万６，０

００円の補てんにつきましては、消費税及び地方消費税資本的収支調整額と損益勘定留保

資金で補てんするようにしております。 

 続いて、第５条が企業債で、起債の目的は病院設備整備事業でございます。先ほど申し

上げました医療機器の購入に充てるもので、限度額が１億３，６００万円でございます。

起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 

 第６条が、一時借入金で限度額を５，０００万円と定めております。 

 第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費１６億

６，３２７万７，０００円と交際費５０万円でございます。 

 第８条は、棚卸資産の購入限度額を３億８，４００万円と定めております。これにつき

ましては、薬品など医療材料や給食材料の購入限度額でございます。 

 第９条が、重要な資産の取得で、電子カルテシステムを予定しております。 

 以上、簡単ですが、病院事業会計予算の説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中村勝利君） 次、日程第１９、議案第３５号平成１８年度小豆島町介護老人保

健施設事業会計予算について提案内容の説明を求めます。 

 介護老人保健施設事務長。 

○介護老人保健施設事務長（岡田弘彦君） 議案第３５号平成１８年度小豆島町介護老人

保健施設事業会計予算についてご説明いたします。 

 予算書の３３ページをお願いいたします。 

 第１条は総則であります。 

 第２条は業務の予定量でございます。利用定員は入所が７０人、通所は２０人でありま
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す。年間入所者数は１日平均で２万２，９９５人でございます。通所者数は１日平均で１

４人で３，４３０人の予定をいたしております。 

 次に、主な建設改良事業の設備整備費は４００万円で、備品購入を予定しております。 

 第３条は収益的収入及び支出の予定額であります。 

 収入では、第１款第１項施設運営事業収益は２億８，５０９万２，０００円、第２項施

設運営事業外収益は６２３万８，０００円を予定しております。 

 収益的収入の合計は前年比７％減の２億９，１３３万円でございます。 

 支出でありますが、第１款第１項施設運営事業費用は３億２６万５，０００円で、第２

項施設運営事業外費用は１，２５８万６，０００円で、企業債利息が主であります。 

 第３項予備費は１００万円を予定いたしております。 

 収益的支出の合計は、前年比１．５％減の３億１，３８５万１，０００円であります。 

 第４条は資本的収入及び支出であります。 

 収入の第１款第１項負担金は、一般会計からの負担金で、起債償還元金の３分の１の７

３０万９，０００円の収入を予定しております。 

 ３４ページの支出でありますが、第１款第１項建設改良費は、送迎用車両など備品の購

入４００万円を予定しております。 

 第２項企業債償還金は２，１９２万９，０００円で、支出合計は前年比１５．２％増の

２，５９２万９，０００円でございます。 

 資本的収入が資本的支出額に不足する額１，８６２万円は、過年度分損益勘定留保資金

１，８６２万円で補てんいたします。 

 第５条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費について定めるもので、

職員の給与費は１億６，７９４万１，０００円と、交際費３０万円でございます。 

 第６条は棚卸資産の購入限度額を定めるもので、限度額は３００万円でございます。 

 以上、簡単でありますが、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げま

す。 

○議長（中村勝利君） 以上で日程第６、議案第２２号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについてから日程第１９、議案第３５号平成１８年度小豆島町介護老人保健施

設事業会計予算までの提案理由の説明は終わりましたが、これに対する質疑、討論、採決

及び委員会付託は６月２６日に行います。 

 以上をもって本日の日程は全部終了しました。 
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 次回は６月２６日月曜日午前９時３０分から本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

            散会 午後１時２５分 


